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5.2 登録手数料の納付 

本システムにて、建築士事務所の各申請を行うのに先立ち、以下の口座まで登録手数料を振込いただき、

振込明細票・利用控等の入金が確認できる書類をご用意ください。 

 

〇登録手数料 

 一級・二級・木造建築士事務所 25,000円。 

 

〇銀行口座 

山陰合同銀行 北支店 

普通預金 ３９５０７４１ 

口座名 一般社団法人島根県建築士事務所協会 
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5.3 提出書類の準備 

上記書類のほか、必要な提出書類をＰＤＦファイルとしたものがお手元に揃っていることをご確認ください。 

提出書類と各ファイルのファイル名は、「5.11事務所更新登録申請時に必要な書類」をご参照ください。 

5.4 「事務所更新登録」の申請画面について 

以下より「事務所更新登録」の操作をシステムの画面に沿ってご説明いたします。 

左側メニューより、「事務所更新登録」ボタンをクリックすると、事務所更新登録画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


